
議案第81号

つくば市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正す

る条例について

上記の議案を次のとおり提出する。

平成27年９月２日

つくば市長 市 原 健 一

つくば市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正す

る条例

つくば市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成16年つくば市

条例第37号）の一部を次のように改正する。

第９条を削り，第10条を第９条とする。

附 則

この条例は，平成27年10月５日から施行する。



議案第81号資料

つくば市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成16年つくば市条例第37号）新旧対照表

改正後 改正前

第１条－第８条 （略） 第１条－第８条 （略）

（秘密保持義務）

第９条 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事している者（以下この

条において「従事者」という。）は，つくば市個人情報保護条例（平成10年つく

ば市条例第21号）第５条の規定を遵守し，個人情報が適切に保護されるよう配慮

するとともに，当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし，又は自己

の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し，若しく

は指定を取り消され，又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

（委任） （委任）

第９条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規 第１０条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規

則で定める。 則で定める。

（以下略） （以下略）


